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○栃木県統計調査条例施行規則の一部改正 
 
栃木県規則第１号                                         

栃木県統計調査条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。               
令和８年２月27日                                     

                              栃木県知事  福  田  富  一 
栃木県統計調査条例施行規則の一部を改正する規則 

栃木県統計調査条例施行規則（平成21年栃木県規則第27号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  附 則                                            

この規則は、公布の日から施行する。 
                                          （統計課）  

改   正   後 改   正   前 

 （栃木県商品流通調査） 

第５条 略 

２ 略 

３ 商品流通調査は、製造品に関し、次に掲げる事

項、消費額、輸出向け出荷額及び国内向け出荷額

並びに当該国内向け出荷額に係る消費地別構成比

比について行うものとする。 

 (1)a生産額 

(2)a消費額 

(3)a輸出向け出荷額 

(4)a国内向け出荷額 

(5)aその他知事が定める事項 

４～６ 略 

 （栃木県商品流通調査） 

第５条 略 

２ 略 

３ 商品流通調査は、製造品の生産額、消費額、輸

出向け出荷額及び国内向け出荷額並びに当該国内

向け出荷額に係る消費地別構成比及び業種別構成

比について行うものとする。 

 

 

 

 

 

４～６ 略 

⑩障害福祉年金、特別児童
扶養手当、福祉手当受給
の有無 

  障福・特児（証書の記号番号                   ）     

  福 祉 手 当（認定通知交付番号                  ） 

 

○栃木県心身障害者扶養共済条例施行規則の一部改正 

 

栃木県規則第２号 
栃木県心身障害者扶養共済条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和８年２月27日 

                              栃木県知事  福  田  富  一   
栃木県心身障害者扶養共済条例施行規則の一部を改正する規則 

栃木県心身障害者扶養共済条例施行規則（昭和45年栃木県規則第22号）の一部を次のように改正する。 

様式第４号中 

「 

 

                                                                                         

「 

 

         

」 

改める。 

附 則                                            
この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（障害福祉課）  
 

を 有 ・ 無

⑩障害基礎年金、特別児童
扶養手当、特別障害者手
当、障害児福祉手当、福
祉手当受給の有無 

  障 害 基 礎 年 金（証書の記号番号                 ） 
  特別児童扶養手当（受給者記号番号                 ） 
  特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当 
           （認定通知交付番号                    ） 

 

有 ・ 無 に 

」 
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⑩障害福祉年金、特別児童
扶養手当、福祉手当受給
の有無 

  障福・特児（証書の記号番号                   ）     

  福 祉 手 当（認定通知交付番号                  ） 

 

○栃木県心身障害者扶養共済条例施行規則の一部改正 

 

栃木県規則第２号 
栃木県心身障害者扶養共済条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和８年２月27日 

                              栃木県知事  福  田  富  一   
栃木県心身障害者扶養共済条例施行規則の一部を改正する規則 

栃木県心身障害者扶養共済条例施行規則（昭和45年栃木県規則第22号）の一部を次のように改正する。 

様式第４号中 

「 

 

                                                                                         

「 

 

         

」 

改める。 

附 則                                            
この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（障害福祉課）  
 

を 有 ・ 無

⑩障害基礎年金、特別児童
扶養手当、特別障害者手
当、障害児福祉手当、福
祉手当受給の有無 

  障 害 基 礎 年 金（証書の記号番号                 ） 
  特別児童扶養手当（受給者記号番号                 ） 
  特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当 
           （認定通知交付番号                    ） 

 

有 ・ 無 に 

」 
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○栃木県公安委員会における情報セキュリティに関する規程の制定 

 

栃木県公安委員会規程第１号 

栃木県公安委員会における情報セキュリティに関する規程を次のように定める。 

令和８年２月27日                                        

                        栃木県公安委員会委員長  佐  藤  千 鶴 子   

   栃木県公安委員会における情報セキュリティに関する規程 

 （目的） 

第１条 この規程は、栃木県公安委員会（以下「公安委員会」という。）が保有する情報の機密性、完全性及

び可用性を維持するため、公安委員会が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めること

を目的とする。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 機密性 情報について、当該情報を利用する権限を有する者だけが当該情報を利用できることをいう。 

 (2) 完全性 情報について、その処理及び伝送が正確であることをいう。 

 (3) 可用性 情報について、これを利用する権限を有する者が必要なときにこれを利用できることをいう。 

 (4) 情報セキュリティ 情報の機密性、完全性及び可用性が確保されていることをいう。 

 (5) 警察情報システム 警察庁又は栃木県警察が設置する情報システムをいう。 

 (6) 管理対象情報 次に掲げる情報をいう。 

  ア 警察情報システムに記録された情報（書面に記載された情報であってその内容が警察情報システムに

入力されたものを含む。） 

  イ 警察情報システムから出力された情報 

  ウ 警察情報システム以外の電子計算機その他の機器に記録された情報であって公安委員会が取り扱うも

の 

  エ 警察情報システムの設計又は運用管理に関する情報 

 （管理対象情報の分類） 

第３条 管理対象情報については、その性質、内容及び利用の態様に応じて分類し、それらの分類に応じた対

策に従い適正に管理されなければならない。 

 （公安委員会委員の責務） 

第４条 公安委員会委員は、警察情報システム及び管理対象情報を適切に取り扱わなければならない。 

 （情報セキュリティ対策等） 

第５条 公安委員会の運営に関して、警察情報システムにより情報を取り扱う場合は、この規程に定めるもの

のほか、栃木県警察における情報セキュリティに関する訓令（平成15年栃木県警察本部訓令乙第13号）の定

めるところによる。 

附 則 

この規程は、令和８年３月１日から施行する。 


